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みらい社会保険労務士法人 代表
【セミナー実績】
労務管理、助成金、社会保障等、多数の
講演実績を持つ。

【みらい社会保険労務士法人】
社労士１１名、従業員数４８名を有する西
日本最大規模の社労士事務所。一昨年、
横浜に事務所開設

第１部講師

◆対象となる方：次のいずれかに該当する方はご参加ください！
☑人材不足を感じている ☑ 外国人雇用に関心がある ☑ すでに外国人を雇用している
☑各種助成金に興味がある ☑ 社労士として企業をサポートしている

◆日時 ２０１８年１０月１２日（金）14：30～17：00（開場14:00）
◆会場 デイライト法律事務所内 セミナールーム 福岡市博多区博多駅前２−１−１ 福岡朝日ビル７階
◆参加料 ３０００円（税込み） 顧問先企業様は無料 ◆定員：２４名（先着順となります。）

弁護士が教える！外国人雇用の法的問題
○外国人雇用の方法、就労ビザの取得方法とは？
○外国人入社後の労務管理において注意すべきこととは？
○押さえておくべき入管法のポイント
○外交人とのトラブルを軽減する雇用契約書、その他入社時書類作成の留意点

セミナーのコンセプト

セミナーの内容

外国人雇用の法的対応セミナーのご案内

日本の労働人口が減少する中、企業からは「人手の確保に苦慮している」との相談が多く寄せられています。
このような人手不足を背景として、労働力を外国人に求める動きが加速しています。厚労省の発表によれば、昨
年１０月末現在の外国人労働者数は約１２７人で、前年同期比１８パーセントも増加しています。
また、外国人労働者を雇用する事業所数は約２０万か所で、前年同期比約１３パーセントも増加しています。今後
も外国人労働者は増加すると考えられており、多くの企業において、外国人労働者をいかに活用していくかが成長
の鍵となります。
政府も日本の経済成長の一環として、外国人労働者の獲得に取り組みはじめており、今年度の労基署の重点施
策として、 「外国人労働者対策」を掲げています。そのため、外国人を雇用した場合の雇用管理は労基署対策とし
ても非常に重要です。
このような企業を取り巻く状況を踏まえ、外国人雇用についてのセミナーを開催いたします。セミナーでは、労働
問題と経営学に精通した弁護士が外国人の募集方法から雇用後の対応について、わかりやすく講演します。
また、社会保険労務士が外国人雇用に関する助成金等について解説いたします。
企業経営者、人事労務担当者、社労士の皆様は奮ってご参加ください。

デイライト法律事務所 代表弁護士
【専門分野】
企業分野：労働問題、ベンチャー法務
【著書】 働き方改革実現の労務管理（中央
経済社）など。

【デイライト法律事務所】
多くの専門弁護士が所属する福岡屈指の
法律事務所。労務問題では、就業規則の
診断、ユニオン対応、メンタルヘルス問題
対策、ハラスメント対策、問題社員への対
応等を行っている。

弁護士 宮﨑 晃
MBA・税理士

対象
企業・社労士

○外国人技能実習生制度の内容と具体的手続きとは？
○外国人入社後の行政届出書類の種類とポイントは？
○外国人を採用した場合に申請が考えられる助成金は？

社労士が教える！外国人雇用のポイント



セミナー会場ご案内 ＆ ＦＡＸお申込書

１０月１２日お申し込みご記入欄

みらい社会保険労務士法人のご紹介

私共は、経営者の皆様の身近なパートナーとして、コンサル
ティング、事務手続代行のフルサポート、職場の活性化、生
産性の向上、企業実績の躍進のお手伝いを致します。
介護事業所様向け開業支援に注力し、多数のセミナーを開
催しております。また、当事務所では、助成金をはじめとする
公的支援策を利用できるか診断し、ご報告させて頂くための
助成金無料診断も実施しております。
詳細につきましては、ホームページをご覧ください。

【みらい社労士法人ホームページ】ｈｔｔｐ://www.jo-roumu.com/
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※申込み用紙のお客様情報は、セミナーご案内等、営業活動やアンケート等に使用することがあります。
※会場の都合上、お申込み人数を制限させていただく場合がございます。

お申し込みはカンタン！ 下記にご記入の上、今すぐ ＦＡＸ いただくだけでＯＫ！

０９２（４０９）１０６９お申込み専用ＦＡＸ

本セミナーに関するお問合せはこちら TEL. ０９２-４０９-１０６８ （デイライト法律事務所・企業法務部）

弁護士法人 デイライト法律事務所のご紹介

当事務所は、企業法務に注力する法律事務所です。
特に、労働問題については会社側（使用者側）に注力してお
り、顧問先企業以外の会社や社会保険労務士からも、多数
の相談を受け、また、積極的にセミナーを開催しております。
労働問題に関する当事務所の実績、方針等の詳細について
は下記のホームページをご参照ください。

デイライト法律事務所内セミナールーム
福岡市博多区博多駅前２-１-１福岡朝日ビル７階

※地下１階の会議室ではなく、当事務所（福岡朝日
ビル７階）内のセミナールームが会場となります。

福岡の弁護士による労働相談
【労働 デイライト】でご検索ください
URL：www.fukuoka-roumu.jp


